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平成３０年由仁町議会第３回定例会 第１号

平成３０年９月１０日（月）

〇議事日程

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 諸般の報告

１、会務報告

２、例月出納検査報告

３、総務文教常任委員会道内行政視察報告

４、産業厚生常任委員会道内行政視察報告

５、平成２９年度由仁町健全化判断比率の報告

６、平成２９年度由仁町資金不足比率の報告

４ 行政報告

５ 一般質問

６ 認定第 １号 平成２９年度由仁町各会計歳入歳出決算の認定について

７ 認定第 ２号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病院事業会計収入支出決算の認

定について

８ 認定第 ３号 平成２９年度由仁町水道事業会計収入支出決算の認定について

９ 議案第 １号 平成３０年度由仁町一般会計補正予算について

１０ 議案第 ２号 平成３０年度由仁町農業集落排水事業特別会計補正予算について

１１ 議案第 ３号 平成３０年度由仁町介護保険事業特別会計補正予算について

１２ 議案第 ４号 平成３０年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計補正予算につい

て

１３ 議案第 ５号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病院事業会計資本金の額の減少

について

１４ 議案第 ６号 由仁神社線神楽橋架換工事請負契約の締結について

１５ 議案第 ７号 教育委員会委員の任命について

１６ 会議案第１号 議員派遣について

１７ 意見書案 ゴルフ場利用税の堅持を求める意見書の提出について

第１号

１８ 意見書案 教職員の長時間労働解消に向け、「公立の義務教育諸学校等の教育

第２号 職員の給与等に関する特別措置法（給特法）」の廃止を含めた見直

しを求める意見書の提出について

１９ 意見書案 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教

第３号 育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員の超勤・多

忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向けた意見書の提出につい
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て

２０ 意見書案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意

第４号 見書の提出について

２１ 議会運営委員会の閉会中の審査について

〇出席議員（１０名）

議長１０番 熊 林 和 男 君 副議長 ９番 吉 田 弘 幸 君

１番 羽 賀 直 文 君 ２番 早 坂 寿 博 君

３番 加 藤 重 夫 君 ４番 後 藤 篤 人 君

５番 浮 田 孝 雄 君 ６番 佐 藤 英 司 君

７番 大 竹 登 君 ８番 井 村 勇 夫 君

〇欠席議員（０名）
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〇出席説明員

町 長 松 村 諭 君

副 町 長 田 中 利 行 君

教 育 長 田 中 宣 行 君

代 表 監 査 委 員 平 中 利 昌 君

総 務 課 長 中 島 哲 君

地 域 活 性 課 長 河 合 高 弘 君

住 民 課 長 山 影 寿 幸 君

産 業 振 興 課 長 納 口 浩 昭 君

保 健 福 祉 課 長 中 道 康 彦 君

建 設 水 道 課 長 岩 花 司 君

会 計 管 理 者 川原田 直 人 君

町 立 診 療 所 事 務 長 安 達 智 君

町 立 診 療 所 専 門 官 今 澤 輝 隆 君

教 育 課 長 泉 陵 平 君

農 業 委 員 会 事 務 局 長 野 島 健 君

〇出席事務局職員

局 長 菊 地 和 夫 君

主 査 山 口 明 久 君

主 事 下 田 葉 月 君
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◎開会 午前 ９時３０分

◎開会の宣告

〇議長（熊林和男君） ただいまの出席議員は全員出席です。

よって、平成３０年由仁町議会第３回定例会は成立いたしましたので、開会をいたしま

す。

◎開議の宣告

〇議長（熊林和男君） これから会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

〇議長（熊林和男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、３番 加藤君、４番 後藤君

を指名いたします。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長（熊林和男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

会期につきましては、議会運営委員会で審議されておりますので、議会運営委員長から

報告願います。

議会運営委員長

〇４番（後藤篤人君） 今定例会の会期について、委員会の審議結果を報告いたします。

本委員会につきましては、三役会議の協議を踏まえ、９月７日に開催し、議会運営等に

ついて協議を行ったところであります。

内容については、今定例会の付議事件等として、初めに報告事項として諸般の報告及び

行政報告、次に町長提出案件として平成３０年度各会計補正予算案４件、町立病院の欠損

金計算書に係る議案１件、工事の請負契約締結案１件、平成２９年度決算認定議案３件、

人事案１件の計１０件であります。議会提出案件として会議案１件、意見書案４件、議会

運営委員会の閉会中の審査の申し出１件の計６件であります。

続いて、議事運営の取り扱いにつきましては、議案第１号から議案第７号及び会議案、

意見書案については単独上程といたします。認定第１号から認定第３号については一括上

程とし、これについては決算審査特別委員会を設置の上、同委員会へ付託し、休会中の審

査といたします。一般質問につきましては、１日目の１０日に行います。

本会議及び議事の日程は、１日目、１０日は日程第１から日程第１４まで、２日目、１

４日は残りの日程とし、付議事件全般について審議した結果、今定例会の会期については

９月１０日から１４日までの５日間とすることで意見の一致を見たところです。

以上、議会運営委員会の報告といたします。

〇議長（熊林和男君） 委員長に対し質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から９月１４日までの５日間とすることに決定をいたしました。

◎日程第３ 諸般の報告

〇議長（熊林和男君） 日程第３、諸般の報告を行います。

初めに、１の会務報告をいたします。会務報告は、お手元に配付したとおりです。ごら

んおき願います。

次に、２の例月出納検査報告をいたします。監査委員から平成３０年度７月分の由仁町

各会計例月出納検査結果の報告がありましたので、お手元に配付したとおりです。ごらん

おき願います。

次に、３の総務文教常任委員会道内行政視察報告をいたします。総務文教常任委員会で

閉会中に実施された道内行政視察について報告書の提出がありましたので、お手元に配付

したとおりです。ごらんおき願います。

次に、４の産業厚生常任委員会道内行政視察報告をいたします。産業厚生常任委員会で

閉会中に実施された道内行政視察について報告書の提出がありましたので、お手元に配付

したとおりです。ごらんおき願います。

次に、５の平成２９年度由仁町健全化判断比率の報告をいたします。地方公共団体の財

政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、平成２９年度由仁町健全化判断比

率の報告書の提出がありましたので、お手元に配付したとおりです。ごらんおき願います。

次に、６の平成２９年度由仁町資金不足比率の報告をいたします。地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、平成２９年度由仁町資金不足比率

の報告書の提出がありましたので、お手元に配付したとおりです。ごらんおき願います。

以上で日程第３、諸般の報告を終わります。

◎日程第４ 行政報告

〇議長（熊林和男君） 日程第４、行政報告を行います。

町長から一般行政報告があります。

町長

〇町長（松村 諭君） 平成３０年第２回定例会以降の行政事務についてご報告をいたし

ます。



- 6 -

第１点目は、立命館慶祥高等学校との地方創生人材育成制度に関する協定についてであ

ります。江別市にあります立命館慶祥高等学校との地方創生人材育成制度に関する協定の

締結につきましては、既に新聞などでも報道されましたが、本年８月２４日、町と町教育

委員会、高校の３者による協定の締結を行ったところであります。立命館慶祥高等学校は、

平成８年に開校、平成１２年には中学校を併設し、中高一貫教育を開始したところであり

ます。現在は、中学校に５４０人、高校に９１５人の生徒が在籍しております。本当の学

力、国際的な視野を持ったグローバルな人材の育成を目指し、世界に通用する１８歳を育

成することを学校の目標として掲げております。連携する内容につきましては、１点目と

しては立命館慶祥高等学校への町長による推薦入試の実施、２点目は由仁町でのインター

ンシップ、３点目は由仁町での研究成果の発表、４点目は産業振興、教育、研究、文化、

スポーツの振興発展、人材の育成に関することの４点でございます。今後は、相互に協力

関係を構築してまいります。

第２点目は、主な農作物の生育状況についてであります。ことしは降雪も少なく、農作

物の移植、定植作業は順調に進みました。しかし、６月中旬から７月中旬の曇天多雨の影

響により生育が停滞し、水稲については農林水産省が発表した８月１５日現在の作況は北

海道及び南空知で不良と見込まれており、畑作物についてもおくれが見込まれているとこ

ろであります。空知農業改良普及センター空知南東部支所によります９月１日現在の農作

物の生育状況調査によりますと、水稲につきましては平年より生育が５日程度遅く、穂数

は平年よりも少ない状況となっております。また、由仁町米麦改良協会が８月３０日に行

った稔実調査では、作付品種などにより若干の差はありますが、総もみ数は平年を１１％

下回る１平方メートル当たり２万８，３０６粒、不稔割合は平年を下回る１３．３％、稔

実もみ数も平年を１６％下回る見込みとなっております。秋まき小麦につきましては、登

熟はやや緩慢となりましたが、穂数は平年以上となり、収穫作業は順調に終了しておりま

す。そらち南農業協同組合によりますと、細麦の影響で製品単収は昨年を下回る５．９俵

となりますが、品質につきましては全量１等となる見込みであります。春まき小麦につき

ましても登熟はやや緩慢となり、細麦の影響で穂数は平年を大きく下回り、製品単収も平

年を下回る３．９俵、品質については全量１等となる見込みであります。バレイショにつ

きましては、全体的に小玉傾向となっておりますが、生育状況、総収量も平年並みとなる

見込みであります。既に収穫作業が始まりまして、共選は８月５日からの開始となったと

ころであります。次に、てん菜でありますが、ほ場間での差はあるものの、草丈、葉の数、

根の大きさは平年をやや上回っており、生育はほぼ平年並みとなっております。大豆につ

きましては、播種時期の違いにより生育むらやほ場間での差が見られ、草丈、着莢、さや

のつきでありますが、平年を下回っております。タマネギにつきましては、なかて、おく

ての品種にとう立ちが見られますが、球は平年並みの状況となっており、８月の降雨の影

響で収穫作業は平年よりもおくれて開始されているところであります。今月の下旬ごろか

ら水稲の収穫作業も本格的に始まります。台風２１号及び大地震の影響もあり、今後の気

象状況が心配されるところでありますが、いずれの農作物につきましても順調に収穫が終

えますことを願うところであります。
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３点目は、主な工事の進捗状況についてであります。初めに、土木事業の由仁高校線歩

道造成工事は、７月４日に着工し、現在歩道舗装工事の作業中で、進捗率は９０％であり、

本年１０月１日に完成の予定となっております。第１太田線道路改築工事は、７月４日に

着工し、現在車道路盤工事の作業中で、進捗率は６５％であり、本年１０月１０日に完成

の予定となっております。次に、農業集落排水事業の農業集落排水事業（機能強化対策）

由仁・三川・川端地区処理施設第２工区工事は、７月３１日に着工し、現在設備機器の製

作などを進めており、進捗率は５％、来年３月９日に完成の予定となっております。次に、

水道事業のヤリキレナイ川改修支障水道管布設替工事は、８月８日に着工し、現在材料の

手配中で、進捗率はまだ５％であります。来年３月２２日に完成の予定となっております。

経営体西三川地区支障水道管布設替工事は、９月５日に着工し、現在工事の準備中で､来

年１月２５日に完成の予定となっております。

行政報告は以上３点でございます。

〇議長（熊林和男君） 次に、教育長から教育行政報告があります。

教育長

〇教育長（田中宣行君） 平成３０年第２回定例会以降の教育行政諸般について２点ご報

告いたします。

まず、第１点目は、ゆめっく２１ジュニア海外派遣事業についてであります。本事業に

つきましては、本年度はオーストラリア大陸の東海岸沿い、ゴールドコーストやグレート

バリアリーフなどの近くに位置するニューサウスウェールズ州トゥイード・ヘッズ市を派

遣先とし、由仁中学校２年生の男子１名、女子５名の計６名の派遣団員として、７月２１

日から７月３０日までの１０日間の日程で実施したところであります。派遣団は、当町の

６名のほか、長沼町の中学生８名とむかわ町の中高生８名、これに引率者である北海道オ

ーストラリア協会の研修コーディネーター２名の計２４名で構成されることになり、他町

との生徒間交流も図られたところであります。当町の派遣団員については、出発前の５月

から７月までの２カ月間、ＡＬＴによる英会話レッスンを初めとして、オーストラリアと

日本の伝統文化や習慣の違いなどについて学習するとともに、この事業を通じて自分自身

がどのように成長したいかなど個々の目標を設定するなど、積極的に事前研修に取り組ん

できたところであります。現地での受け入れ先となった学校、リンディスファーン・アン

グリカン・グラマースクールは、全校生徒が１，０６０名の幼小中高一貫校でありますが、

中学１年から外国語科目として日本語とフランス語の勉強に取り組んでいる学校であるこ

とから、事前研修時から英語はもとより正しい日本語を使うことが求められていたところ

であります。本事業では、現地での学校生活や同じ学校へ通う生徒宅でのホームステイな

どを通じて英語によるコミュニケーションの楽しさや難しさ、異国の文化や風土の違いに

ついて直接肌で感じ、より一層理解を深めるとともに、グローバルな視点で物事を捉え、

思考する一つのきっかけづくりになったものと考えております。派遣の成果につきまして

は、８月中旬から実施しております事後研修において報告書として取りまとめ、町広報で

お知らせする予定であります。
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次に、第２点目は平成３０年度全国学力・学習状況調査についてであります。いわゆる

全国学力調査と言われておりますこの調査は、去る４月１７日に全国全ての小学校６年生

と中学校３年生を対象として一斉に実施され、このほど調査結果が公表されたところであ

ります。小学校は、国語Ａ、国語Ｂ、算数Ａ、算数Ｂ、理科の５教科、中学校においても

国語Ａ、国語Ｂ、数学Ａ、数学Ｂ、理科の５教科で、それぞれＡは基礎問題、Ｂは応用問

題となっており、理科については３年ぶりに実施されたところであります。その調査結果

についてでありますが、まず北海道の平均正答率につきましては、小学校、中学校１０教

科中、中学国語Ａ、中学理科で全国平均を上回り、中学国語Ｂは全国と同じでしたが、ほ

かの７教科は全国平均を下回りました。前年度と比べた全国の平均正答率との差は、２教

科で縮まった一方で３教科につきましては全国との差が広がっている状況が見られたとこ

ろであります。次に、当町の調査結果についてでありますが、小学校につきましては、５

教科全てで全国平均を下回りましたが、前年度との対比では国語Ａ、算数Ａ、Ｂの３教科

において全国との差が縮まっております。一方、中学校につきましては、全教科において

全道及び全国平均を上回る結果となっております。教育委員会といたしましては、各学校

における調査結果の詳細な分析に基づいた子供たち一人一人に確かな学力を身につけさせ

るための実効性の高い取り組みを進め、学力向上に向けた改善策を講じていただくよう指

導していきたいと考えております。

教育行政報告は以上２点でございます。

〇議長（熊林和男君） 以上で日程第４、行政報告を終わります。

◎日程第５ 一般質問

〇議長（熊林和男君） 日程第５、一般質問を行います。

一般質問においては、４名の議員から通告されております。

順次発言を許します。

最初の質問者、加藤君の発言を許します。

加藤君

〇３番（加藤重夫君） コミュニティ・スクールについて教育長にお伺いします。

社会全体で子供を育むため、学校評議員制度を発展させた学校運営協議会制度、いわゆ

るコミュニティ・スクールが法律により努力義務化され、広がりを見せております。この

制度は、１、校長が作成する学校運営基本方針を承認すること、２、学校運営について教

育委員会、校長に意見を述べること、３、教職員の任用に関して教育委員会に意見を述べ

ることの３つの主な機能を有しています。この制度を活用し、学校は地域に開かれた学校

から一歩踏み出し、学校と地域住民、保護者が力を合わせて学校運営に取り組む地域とと

もにある学校へと転換していく必要があると考えております。由仁町も平成２９年度から

中学校、小学校が各１校体制となり、これを機に学校がより地域に根差し、地域住民がよ

き学校のパートナーになることが重要であると考えますが、コミュニティ・スクールの推

進についてはどのようにお考えか、教育長の見解をお伺いします。
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〇議長（熊林和男君） 教育長

〇教育長（田中宣行君） 加藤議員のご質問にお答えいたします。

学校運営協議会を設置している学校、いわゆるコミュニティ・スクールは、北海道内で

は２割を超えて設置されている現状でございまして、その導入効果は学校運営の改善や充

実はもとより地域の活性化にも効果があるとされているところであります。加藤議員のご

質問にありますとおり、この制度の目的は地域とともにある学校づくりを目指すものであ

りますが、当町では現状においてもボランティアの皆さんや地域の企業、農業団体など、

既に多くの方々の協力により子供たちの教育活動が進められているものと考えているとこ

ろでございます。ただし、学校運営協議会制度は、これまで取り組んでまいりましたこと

を含めまして課題や目標を組織として共有した上で、地域の皆さんが子供たちの教育に携

わっていける仕組みであります。子供たちの教育環境をより充実させていくための有効な

手段であると同時に、設置された学校運営協議会を通じまして地域のさまざまな組織の連

携強化がなされることは社会教育の環境整備としても効果が期待できる制度であるという

ふうに認識をしております。

このため、本制度の導入につきましては、先行事例等を参考にしつつ、現在検討を進め

ております小中一貫教育の正式導入の時期とあわせてコミュニティ・スクールを設置でき

ますよう検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） 加藤君

〇３番（加藤重夫君） ただいまの答弁は前向きな答弁と受けとめておりますが、既に導

入しています隣の栗山町に、コミュニティ・スクールについて６月５日、ちょうど３カ月

前になりますけれども、局長と私、２人で栗山の教育委員会に研修に行ってまいりました。

隣の栗山町は、平成２８年度からこの制度を導入して、ことしで３年目になるそうです。

丁寧に説明していただきまして、当初の予定時間の倍以上説明していただきました。それ

によりますと、ふるさと栗山に学ぶいろんな教育がありますが、キャリア教育、栗山の自

然、産業、文化を学ぶことや育成会活動、地域行事、そして土曜授業も年間５回行ってい

るそうです。コミュニティ・スクールをやったことに対して、教育の質向上にもつながっ

たとお話をされておりました。

教育長の答弁にありましたように、道内では栗山町のほかに三笠市、東神楽町、浦幌町、

寿都町、知内町、隣の安平町などでも導入をしております。この前新聞に４月１日現在で

導入している学校なんかも掲載されておりました。小学校で２４６校、中学校で１３９校、

高校１２校等を含めて４０４校が導入し、全体の２０．５％で、全国平均が１４．７％で

すから、北海道はより高い水準にあるのではないかと思っております。成果についても、

学校と地域が情報を共有するようになったが９１．４％、地域が学校に協力的になった、

８５．１％、特色ある学校づくりが進んだ、７９．５％、子供の安全、安心な環境が確保

された。そして、学校に対して苦情が減ったというのが４３．７％ありました。最後に、
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学力が向上したというのも３７．４％という成果の結果が出ております。

先ほど私申し上げました教育の質向上についての取り組みについてはどのように考えて

いるのか、教育長に再度質問したいといます。

〇議長（熊林和男君） 教育長

〇教育長（田中宣行君） コミュニティ・スクールに関しまして教育の質の向上という観

点から再度のご質問ということで承っておりますが、コミュニティ・スクールにつきまし

ては既に由仁町でも設置しております学校評議員制度と機能的にちょっと違いまして、先

ほど質問にもありました校長の学校運営方針の承認だとか、教育委員会、学校に対して意

見を述べられることだとか、教員の人事について意見を申し上げることができると。地域

と一体となった取り組みというものでございます。特に校長の学校運営方針の承認につき

ましては、由仁町として義務教育段階でどのような子供に育てるという人間像、生徒像を

共有することによって教育の質が向上するものと考えておりまして、先ほども申し上げま

したが、小中一貫教育と相まってコミュニティ・スクールの中で地域とともに共通認識の

もとで育て上げるような制度、仕組みをつくっていきたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（熊林和男君） 加藤君

〇３番（加藤重夫君） 導入を目指す教育委員会とか事務局、管理職向けのガイドブック

なんかもあるそうです。取り組みの事例、推進員の派遣や制度の活用の説明等も行ってい

るようでございます。コミュニティ・スクールにかかわる地域住民は高齢者が多くて、若

い世代の参加も課題になっているということでございます。学校、家庭、地域では何がで

きるのかなど、意見を出し合って対話する主体性を持っていくことも重要だとおっしゃっ

ておりました。北海道としても地域ぐるみで子供を応援していこうというようなことでご

ざいますので、当町もさらなる学校と地域の連携、協働になることを望みまして、私はこ

の質問を終わりたいと思います。

終わります。

〇議長（熊林和男君） 次の質問者、大竹君の発言を許します。

大竹君

〇７番（大竹 登君） 私は、認定こども園の開設に向けた人材確保についてお尋ねをし

たいと考えます。

幼稚園と保育園を一体的に運営する認定こども園の取り組みが当町においても実施され

ようとしております。道内各地の同様施設を視察しておりますが、地方の町ほど人材の確

保が難しいと言われております。開設に当たり、人材確保をどのようにお考えか、町長の

見解を伺います。

〇議長（熊林和男君） 町長
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〇町長（松村 諭君） 大竹議員のご質問にお答えをいたします。

認定こども園における保育、教育等の人材確保につきましては、まだ認定こども園に移

行してはおりませんが、当町における保育園においては保育教諭の確保に向けた恒常的な

問題は抱えておりませんが、認定こども園に移行した後に、現在言われておりますように

特に都市部では悩みとなっておりまして、保護者の皆さんが安心してお子さんを認定こど

も園に通わせることができるようにするため、必要な人材を確保することが課題となって

いるところであります。

現在当町の由仁、三川保育園に勤務している保育士につきましては、正職員が５名、嘱

託職員が７名、臨時的任用職員が６名、計１８名となっておりますが、認定こども園に移

行するためには、これらの職員につきましては派遣制度の活用や学校法人由仁学園の任用

の引き継ぎなど、引き続き保育現場での就労継続を基本に協議を進めているところであり

ます。これまで職員一人一人の面談や説明会などを通じて本人の意向を尊重しながらの協

議を進めているところでありますが、由仁学園との協議におきましても引き続き勤務を希

望する全ての職員が継続して就労できるよう確認をしているところであります。認定こど

も園の開設予定、２０２０年の４月まで残り約１年半となっておりますが、今後も引き続

き由仁学園や現在勤務しております職員と丁寧に話し合いを重ねながら、必要な人材の確

保について努めてまいりたいと考えているところでございます。

〇議長（熊林和男君） 大竹君

〇７番（大竹 登君） 今答弁がありましたけれども、具体的にちょっとお聞きをします。

現在は保育園は町ですので、給与体系なんかを見ますと町職員の給与体系に当然なって

いると思われます。それが今度認定こども園の開設に移行した場合、町職員の給与体系と

どの程度の格差が出るという見通しなのか、また格差がほとんどないのか。これまでの民

営化によりますと、福祉現場等におきましても労働条件の格差の問題がやっぱり人材確保

の上でも相当問題になっているようにも見えますので、その辺の違い等を含めて、それと

現在の正職員が移行後の継続勤務のための努力をされているといいますけれども、余り格

差が将来的にも生ずるとなれば、継続を進めてもこれはちょっとどうかなというような人

たちが出てくると人材確保の上でも支障を来すのではないかというふうに思われますけれ

ども、その辺の現状と見通しについてどうお考えなのか、再度お尋ねをしたいと思います。

〇議長（熊林和男君） 町長

〇町長（松村 諭君） ご質問の認定こども園に移行後の町の職員の給料と向こうの職員

となった場合の給料の格差については、現在まだ調査を実施しておりません。それは、現

在の学園の給与はわかるのですが、認定こども園に移行した後の補助金、いわゆる歳入、

それから保育料、それらを全部含めまして新たな給与体系をつくらなければなりませんの

で、現在その比較はやっておりません。これから学園と協議をしながら進めていくことに

なると思います。

あともう一つ、給与の差があるから行く、行かないというのは、当然それぞれの職員の
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中に気持ちとしてはあると思います。ただ、ここは、私は移行する、しないはあくまでも

本人の意思だと考えております。本人の意向を尊重したいというふうに考えているところ

でございます。

〇議長（熊林和男君） 大竹君

〇７番（大竹 登君） 具体的な数値がもちろん保育所、幼稚園と認定こども園の運営で

は、両方の特色を生かした取り組みになるわけですから、例えばゼロ歳児から３歳児まで

は幼稚園では扱えないというものを保育では扱うことになりますし、延長保育等の問題も

中によっては保育園の扱いのほうが長時間柔軟に扱えるという、幼稚園に比べてそういう

内容もありますので、一概には言えませんけれども、きょうは出ていないものを出せと言

っても出ないと思いますが、実施までにその辺の内容を精査して提出していただけるよう

に。そうしないと、やるときはいい話なのですけれども、ほかの福祉現場の例を見て、実

際に民間に移行するとかなりいろいろな問題が出てくるというケースも出てきております

ので、その辺のことは今後の実施、審査に向けた調査や報告についてはきちっとした資料

を用意していただきたいということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。

〇議長（熊林和男君） 答弁はよろしいですか。

〇７番（大竹 登君） 答弁はよろしいです。後で態度を見させていただきます。

〇議長（熊林和男君） 次の質問者、羽賀君の発言を許します。

羽賀君

〇１番（羽賀直文君） 質問の前に、先週当町を襲いました台風２１号、そして続いて起

きました胆振東部地震において当町でも相当の被害があったというふうに認識しておりま

す。被災された皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、行政として一日も早く被

災された方に被災前の平穏な日常が戻るように、そしてまた事業者の皆さんに再生産可能

な、そういうような意欲が少しでも戻るようにできるだけの支援をお願いして、私の質問

を始めさせていただきたいというふうに思います。

私は、体育館について質問させていただきます。昭和４７年にしゅん工になった町体育

館は、ことしで４６年が経過しました。経年による劣化は、外観のみならず館内の至ると

ころで見受けられます。床のゆがみや壁のしみ、一定量以上の降雨があるときは雨漏りが

あると聞いています。現に利用者からは、何とかしてほしいとの要望があるとのことです。

昨年度は、児童生徒から高齢者まで延べ９，０００人弱の方々が健康増進、体力向上、親

睦に体育館を利用しています。町では、昨年体育館の大規模改修はしないとの方針を打ち

出しました。町財政が厳しい状況下にあることは認識していますが、現状のままでは利用

者の安全を担保できるか疑問です。

今後体育館をどのように維持していくのか、またどうしても使用できない状況になった

ときにはどのように対応していくのか、教育長の見解を伺います。
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〇議長（熊林和男君） 教育長

〇教育長（田中宣行君） 羽賀議員のご質問にお答えをいたします。

まず、町体育館の現状についてでありますけれども、体育館アリーナ部分、管理棟部分

ともに雨漏りや電気設備、暖房設備、消防設備等にふぐあいが生じておりまして、既に施

設２階の小競技場の利用を禁止しているほか、雨漏りがひどい場合には臨時的な使用中止

措置もとっているところでございます。老朽化が進んだ現状におきましても、気軽に利用

できる体育活動の中心施設として多くの町民にご利用いただいているところでございます。

町の財政事情によりまして施設改築のめどは立っておりませんが、教育委員会といたし

ましては今後も可能な限り補修を行いながら運営してまいりたいというふうに考えており

ます。なお、補修等が困難な状況となった場合につきましては、利用者の安全確保のため

施設を閉鎖することもやむを得ないものと考えておりまして、その場合には小学校の体育

館における学校施設開放事業の拡大措置や既存施設への利用者の分散などの検討を行い、

でき得る限り町民の体育活動の場を確保できますよう努力してまいりたいというふうに考

えております。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） 羽賀君

〇１番（羽賀直文君） ただいまの教育長の答弁、私もそれはやむを得ないような状況な

のかなというふうに思います。外見を見ただけでもかなり老朽化が進んでおりますし、私

もこの質問をする前に個人的に体育館のほうを見させていただきましたけれども、辛うじ

て使用に耐え得るような状況なのかなと。特に雨漏りの件については、相当の降雨量があ

ったときにはかなりの面積で水浸しになるような状況だというふうにお聞きしましたし、

そういうような状況になったときには、予約された団体の方々とか個人の方々には体育館

の使用を控えるようにお願いしているような状況だということもお聞きしました。確かに

財政が厳しいので、なかなか大規模な改修というか、雨漏り一つにしてもできないのかな

と思いますけれども、個人の家を考えても、そういう箇所を放っておくとどんどん、どん

どんそういう箇所が広がって、ふぐあいが生じるのが普通の一般的な考え方かなと思いま

すし、もし可能なものであれば、できるだけそういう箇所を修理して町民に開放していた

だけたらなというふうに思います。

そういう判断は、例えば３カ月とか６カ月に専門的な方に見てもらって、ここまでは大

丈夫、現状では大丈夫、もうそろそろここら辺が危ないですよという判断をどういうふう

にするのか、そういう判断の時期です、私が聞きたいのは。町民の方も多分興味を持って

いると思うのですけれども、そういうような判断をする時期をどのように設定するのか。

もちろん先ほど教育長が言った設備的な問題もあると思います。ボイラーとか空調が壊れ

て、これにそんな大規模なお金をかけることができないから、もう利用をとめるというよ

うな事態もあるでしょうし、雨漏りがもうこれ以上手をつけられないから、ここで使用を

断念するというような時期が来るのかもしれませんけれども、そういうような時期の設定

の仕方というのでしょうか、検査をどういうふうにやっていくのかとか、町の職員の中で
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そういう検討する有資格者の方がいらっしゃるのかどうか。さらには、今回こういう大地

震がありました。当然町体育館も検査はしていると思いますけれども、どのような検査を

なさったのか、その辺を詳しくお聞きしたいなというふうに思いますけれども、よろしく

お願いいたします。

〇議長（熊林和男君） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時２２分

再開 午前１０時２４分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

教育長

〇教育長（田中宣行君） 羽賀議員の再質問にお答えいたしますけれども、総合的な検査

というのはやっておりませんけれども、毎年消防設備だとか、そういうものについては定

期的な点検を行っておりまして、ただボイラーとかの検査は行っておりますけれども、総

合的なものはやっておりません。その都度の判断によって判断していくしかないのかなと

いうふうに思っております。いかんせん財源的なめどという部分もありますので、町長部

局とよく相談して対応してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） 町長

〇町長（松村 諭君） ご質問の中で今回の地震等の災害発生時のこともございましたの

で、私のほうからお答えをさせていただきますが、地震発生後、私どもの建設課の職員が

体育館のほうへ出向きまして、これはあくまでも目視でございますが、目視で状況等を確

認したところでございます。安全性確保のために事細かな確認作業は行っていないと。こ

んなことは適切かどうかはわかりませんが、正直なところ今それを行う余裕がないといい

ますか、これは金銭的な問題ではなくて、そのほかの災害復旧で日夜取り組んでいるとこ

ろでございまして、実施することができないということで、目視での確認作業を終えたと

ころでございます。

〇議長（熊林和男君） 羽賀君

〇１番（羽賀直文君） 何をどうこうという私の意見は、こういうときですからないので

すけれども、やっぱり利用者の方々の安全をまず第一に考えるような運営をしていただき

たいなというのと、私若いころにどの方の講演を聞いたのか、その方の名前もいつごろだ

ったかも失念しているのですけれども、そのまちの図書館を見れば、そのまちの文化レベ

ルがわかるとその講演者の方は言ったのですけれども、本当かなと思いながら若いころは

聞いていたのですけれども、その方の言葉を転用するなら、体育館やスポーツセンターの

レベルを見れば、そのまちの健康文化というか、スポーツ文化のレベルもある程度把握で
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きるような状況にあるのかなと思いますけれども、当町は幸い、施設が老朽化しても時々

新聞に載るような若人の活躍が報道されています。立派な施設があるからそういう方が輩

出できるとは限りませんけれども、町民の方々にそういう場を提供するのもやはり行政の

仕事の一つだろうなと思いますので、町民の方々に安全と健康の維持の場を供給すること

をまずもって第一義的に考えていただいて、今回の質問を終わらせていただきます。

〇議長（熊林和男君） 羽賀議員、どうしても体育館が使えなくなったときには、学校開

放ぐらいのところで返事はよかったですか。

〇１番（羽賀直文君） 先ほど教育長がおっしゃっていましたとおり、既存の施設に分散

してと、剣道なんかは既に離れたところでやっているみたいですし、ある程度のスポーツ

はそういうふうにやればできるのかなとは思いますけれども、ただある程度年齢のいった

方に夜間使いなさいと言っても、夜ならちょっと出られないという方もいるでしょうし、

今の学校利用は若い奥さん方が中心に仕事終わってから集まってみたいな、そういうパタ

ーンもあるでしょうし、それは多分行政のほうでというか、教育課のほうで考えていただ

けるのではないかと思いますけれども、もちろんソフトテニスのようにある程度の場所が

なければできないものもありますでしょうから、だけれどもてんびんにかけていろいろ、

ない袖は振れないのと一緒で、そこはいろいろ考えてやっていただければなというふうに

思いますけれども、どうでしょうか。

〇議長（熊林和男君） 答弁は、分散して今のところは使っていただくということでよろ

しいですか。

〇１番（羽賀直文君） いたし方ないのではないでしょうかと私は思います。

〇議長（熊林和男君） 暫時休憩をいたします。

休憩 午前１０時２８分

再開 午前１０時４０分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

次の質問者、後藤君の発言を許します。

後藤君

〇４番（後藤篤人君） 私は、町長並びに教育長に対して２点の質問を行いたいと思いま

す。

初めに、交通弱者対策ということで質問いたしたいと思います。高齢者の買い物、病院

などに通うのか大変だという声が大きく聞こえてまいります。町としてもバスやＪＲへの

対応、またデマンドタクシーの充実など、交通弱者対策は行ってきていると考えておりま

す。しかし、交通弱者の事態の進捗はより進んでいるのではないかと考えております。町

としても対策をより早くしなければならないと考えますが、町長の見解をお伺いいたしま
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す。

〇議長（熊林和男君） 町長

〇町長（松村 諭君） 後藤議員のご質問にお答えをいたします。

町民の皆さんが自立した生活を営む上で移動手段は欠かせないものでありますが、自家

用車の普及や人口減少に伴う過疎化によりまして、当町をめぐる公共交通機関を取り巻く

環境は極めて厳しさを増している状況であります。当町における公共交通といたしまして

は、ＪＲ室蘭線と石勝線、中央バス、夕鉄バス、さらには町内の移動手段としてデマンド

タクシーと由仁ハイヤーがあります。いずれも朝夕の利用を中心とした学生や運転するこ

とができない高齢者が通院や買い物のために利用しておりますが、利用者の減少に伴い年

々減便の傾向にあり、負のスパイラルからなかなか抜け出すことができないという現状で

あります。

ＪＲ室蘭線につきましては、既に新聞報道でご承知だと思いますが、この路線を維持す

るために現在岩見沢市、栗山町、苫小牧市、安平町の沿線の５市町と北海道で協議会の設

立に向けた準備を進めているところであります。また、中央バスに対しましても、岩見沢

市、栗山町、長沼町の路線沿線市町と協調してバス運行に関する経費を補助しているとこ

ろであります。デマンドタクシーにつきましては、本年４月から運行区域を拡大し、さら

にＪＲや中央バスなどの公共交通運行にも配慮した上で運行便数の見直しも行い、持続可

能な運行形態の改善を行ったところであります。今後におきましても、地域の現状を認識

し、問題点や課題の整理を進めてまいりまして、交通弱者に向けた公共交通の対策を進め

てまいる考えであります。

〇議長（熊林和男君） 後藤君

〇４番（後藤篤人君） 私はかねてから心配している事態があって、２日ほど前に三川の

商店が閉鎖いたしました。川端も１軒しかお店がありません。由仁町に至っては、これだ

けの人口を抱えながら２軒しかない。今現在三川は２店舗ありますけれども、１店につい

ては立地がまずく、町外れにあるということで、ちょうど中心街にある商店が閉鎖という

ことで今事態が進捗しております。こんな中で三川の町を考えますと、これから何らかの

交通弱者の対策を打っていかないと、三川市街だけではなくて、三川の周辺の西三川、本

三川、中三川、あの辺の方の交通弱者、もう既にあそこがなくなって大変困ったという声

も私どもには聞こえてまいっております。この辺については町のほうとしても事態は十分

理解はされていると思うのですけれども、その辺に対して何か町としての対策があれば、

お伺いしたいということでございます。

〇議長（熊林和男君） 町長

〇町長（松村 諭君） 事前の通告で三川の商店の閉鎖のことはちょっとお聞きしていな

かったものですから、余り詳しくお答えすることができないかもしれませんが、議員ご指

摘のとおり、三川にありました商店が、全日本食品株式会社というのでしょうか、シティ
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マーケットの三川店が昨年の９月から従業員６名で営業を進めておりましたが、ことしの

９月８日を持って営業を終了したと。営業を終了するということで張り紙もなされていた

ようでありますが、終了したというところであります。商工会によりますと、今のところ

この店舗を継承する新しい新規の事業者の動きはないという報告をいただいているところ

であります。今後新たな店が出店するのか、しないのか、とりあえず今はその状況を見き

わめなければならないと考えているところであります。もしこの後新たな店舗が出店しな

いということになれば、三川地区の住民の皆さんの意見などもお聞きしながら、商工会や

三川地区にある既存のお店、さらには町内の商工業者とお話をさせていただきまして、そ

の上で、１回目の答弁でもお答えしましたとおり、公共交通対策もあわせて進めていかな

ければならないと考えているところであります。

〇議長（熊林和男君） 後藤君

〇４番（後藤篤人君） 私も、現在生協だとかセイコーマート等で注文伺いをしたり、移

動販売とかと、そういうのもやっている事態というのは聞いておりますけれども、これは

あくまでも町外の方の話で、あの程度のトラックに載るものとしては非常に物品の数が少

ないと、本当に必要なものの大部分については前もって余裕があるから注文できてという

話も考えないではなかったのですけれども、店の面積にはどっちにしてもかなわないとい

う事態がこれから起きて、どの程度困った方がふえるのかということについては現在予想

つかないような状態でありますので、町としても担当課のほうで何とかその辺の把握、十

分に努めて町民のニーズに応えていくような努力をぜひともしていただきたいというふう

に思っておりますので、その辺のことをお願いして第１点目の質問を終わりたいというふ

うに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

２点目の質問をいたしたいと思います。由仁高校線通学路の整備についてということで

ご質問いたします。由仁商業高校が由仁中学校として利用されるようになり、それに伴い、

町道由仁高校線を通学路として整備が行われてきたところであります。しかし、道道札夕

線のガード下とその先の道道札夕線の土どめ補強のために狭くなった部分は急カーブと交

差点があり、道路状況は通学路とするには危険な状況と考えております。この状況の対応

をどのようにされるの、町長並びに教育長の見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（熊林和男君） 教育長

〇教育長（田中宣行君） 後藤議員のご質問にお答えをいたします。

児童生徒が安全に安心して通学できるよう、通学路の安全対策を推進していくというこ

とは極めて重要なことだというふうに認識をしております。通学路の安全対策につきまし

ては、国・道の道路管理者や警察、ＰＴＡ、町の関係部署との連携により、由仁町通学路

交通安全プログラムを策定いたしまして、由仁高校線に対しましては歩道や防犯灯を設置

するなど、子供たちが安全に通学できるよう対策を講じたところでございます。なお、通

学路の指定につきましては、交通量や防犯上のほか、学校までの最短での通学距離を考慮

しながら指定している状況でございます。
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ご指摘のありました由仁高校線の通学路における当該箇所につきましては、交通量は少

ない状況にはございますけれども、道路幅の狭さや見通しの悪さから、教育委員会及び中

学校では危険箇所として認識しておりまして、学校においては危険箇所に係る啓発や注意

喚起を促しながら交通安全に係る指導を行っているところでございます。今後も関係機関

や学校、ＰＴＡとの連携により交通安全指導の徹底を図り、児童生徒の安全確保に努めて

まいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） 町長

〇町長（松村 諭君） 教育長のほうから安全対策、児童生徒に向けた指導の点からご質

問にお答えをさせていただきました。

私のほうから主にハードのほうからお話をさせていただきます。由仁高校線の歩道整備

につきましては、平成２３年の３月３１日現在で由仁商業高校が閉校となり、同年１０月

１２日に由仁中学校がこの高校跡地へ移転となったことから、由仁高校線が新たに中学生

の通学路として指定されたところございます。当時全国では登下校中の児童が死傷する交

通事故が相次いで発生したことから、当町においても関係機関と連携して緊急合同点検を

実施いたしまして、通学路に指定された由仁高校線については歩道が整備されていないこ

とから、生徒が安全に通学できるようにするために歩道の整備を進めることとしたところ

でございます。由仁高校線の歩道計画といたしましては、道道札幌夕張線の跨線橋の下か

ら国道２３４号線までの６００メートルにつきまして片側２．５メーターの歩道の整備を

実施したところであります。

今回ご指摘をいただきました道道札幌夕張線の跨線橋の下とその先の張り出した擁壁に

よりまして狭くなった道路につきましては、平成６年に道道札幌夕張線のこの擁壁が一部

倒壊し、道路ののり面を安定させるために擁壁を張り出したもので、歩道を整備するため

には用地確保が難しい。用地の幅がなく、用地を確保するためにはその擁壁の対面の建物

補償や土地取得等の問題を抱えておりますことから、早急に対応することは非常に難しい

状況にあります。したがいまして、今後とも歩道を整備するための用地の確保に向けまし

て北海道に要望してまいるところでございます。

〇議長（熊林和男君） 後藤君

〇４番（後藤篤人君） 今教育長がおっしゃったように、通学路として指定している道路、

これは通学路として指定している道路が交通量が少ないのは、当然私どもたまに通らせて

もらう道ですから十分認識しているところですけれども、場合によっては多少遠回りでも

通学路の変更もやむを得ないのかなという気もしているのですけれども、それについて、

できましたらその辺も含めての対応を考えられているのかということをお聞きしたかった。

もう一つ、町長の答弁なのですけれども、道道が広がったおかげで町道のほうの幅が狭

くなったと、そのために民地のほうの買収だとか、そういうのが間に合わなかったと。そ

れは十分わかってはいるのですけれども、今の現状の状態を見てみると、道のほうの対応
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が私は十分でないのかなと。町のほうの責任なのか、町のほうの言い方が悪いのかどうか、

それはちょっとわかりませんけれども、今の状態ですと多分除雪した雪がほとんど民地に

入ってくる。

前に私建設水道課のほうにもお話しさせていただいたのだけれども、普通の一般道路、

由仁の町としては随分空き地もあるものですから、除雪した雪をそっち側に押せば十分道

路の確保できるのではないですかという話をさせてもらいました。なかなかそれが進まな

いと。何で進まないのかわからないのですけれども、今私が指摘した道道の部分について

は、除雪した雪は必ず民地のほうへ押していかないとこれについては対応できないという

ふうに考えております。それをもしやるとすれば、通学路としての道路の指定については

間違いだというふうに思わざるを得ない状況なので、その辺、申しわけないですけれども、

もうちょっと突っ込んだお話をお聞かせいただきたいというふうに思います。

〇議長（熊林和男君） 町長

〇町長（松村 諭君） それでは、私どものほうで道のほうに歩道を造成するための用地

の取得に向けて要望をしているし、今後も続けていくということであります。議員ご承知

だと思いますが、ちょうどあの跨線橋の下の部分が現在整備された道路と、そして歩道と、

それだけの幅員がないので、どうしても下の部分は確実に歩道をつくることはできないだ

ろうというような状況になっておりますので、その点を含めて要望を今後とも継続して実

施をしていくということであります。しかし、ごらんになっていただければ、恐らくあの

跨線橋の強度の問題等があると思いますので、これは私素人ですので、どのような新しい

構造になるのかわかりませんが、そうそう早い段階で歩道を整備するだけの用地確保とい

うのはなかなか難しいのではないかなと思っているところであります。ただ、要望しない

ところに実現はありませんので、これは根気強く要望していこうと思っております。

間に合わないのではないかと、子供たちの安全対策はどうなるのだということでござい

ますが、これはまさに議員ご指摘のとおり、通学路の路線をかえるですとか、議員がご指

摘しておりましたが、あそこの高校線自体の通行量が非常に少ない。あの高校線に面して

いる民家は４軒であります。つまりあそこを使わなければ生活できないという町民の方は

４軒しかないわけです。それであれば、子供たちの安全を確保する際に、たしか道路交通

法か何かで設けられていると思うのですけれども、スクールゾーンで時間制限を設けて４

軒の方以外の車両の通行は制限するというような措置も考えられるわけであります。です

から、そういった点も含めて、これは学校の現場、そして私どもの建設水道課、父兄の方

も交えまして安全対策をどう進めるかということを考えてまいりたいと思うところでござ

います。

そして、除雪の雪が民地の中に入るということなのですが、私ども冬期間あそこの現場

を見ていないものですから、お答えは的を射ていないかもしれませんが、建設水道課では

除雪に際してあいている民地に極力グレーダーの押した雪を堆積させていただくというこ

とをお話をさせていただいておりますので、ぜひそこの民地のほうにも通学路の安全確保

のために雪を堆積させていただきたいということをお話をさせていただきたいと思います。
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〇議長（熊林和男君） 後藤君

〇４番（後藤篤人君） 最後なのですけれども、今町長はどっちにしてもハードなことも

あったのですけれども、私は対策の一つとして交通安全協会で交差点のところに立ってい

る方を短い時間だけだけれども、そこに配置するだとか、そういう方法も学校のほうから

対策の一つとしてお願いしてみたらどうかなと私もちょっと考えておりましたので、その

辺をよく踏まえましてこれからあの道路の活用に努めていただきたい。

これで私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

〇議長（熊林和男君） 以上で日程第５、一般質問を終わります。

◎日程第６ 認定第１号ないし日程第８ 認定第３号

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

日程第６、認定第１号 平成２９年度由仁町各会計歳入歳出決算の認定について、日程

第７、認定第２号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病院事業会計収入支出決算の認定

について及び日程第８、認定第３号 平成２９年度由仁町水道事業会計収入支出決算の認

定については、会議規則第３７条の規定により一括議題として審議したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご議なしと認めます。

よって、一括議題として審議することに決定をいたしました。

日程第６、認定第１号、日程第７、認定第２号及び日程第８、認定第３号を一括議題と

いたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） ただいま一括上程されました認定第１号 平成２９年度由仁町各

会計歳入歳出決算の認定について、認定第２号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病院

事業会計収入支出決算の認定について、認定第３号 平成２９年度由仁町水道事業会計収

入支出決算の認定について、提案の理由を申し上げます。

認定第１号につきましては地方自治法第２３３条第３項及び第５項の規定により、また

認定第２号及び認定第３号につきましては地方公営企業法第３０条第４項及び第６項の規

定により、監査委員の審査を終えましたので、その意見及び関係書類を添えて提案したと

ころであります。

内容につきましては、副町長に説明をさせます。

〇議長（熊林和男君） 副町長
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〇副町長（田中利行君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） ただいま町長から提案理由の説明がありましたが、決算監査の結

果につきましては監査委員から町長に対して決算審査意見書が提出されております。

監査委員から補充説明があれば、発言願います。

平中監査委員

〇代表監査委員（平中利昌君） 平成２９年度の決算審査につきましては、審査意見報告

書の中で述べさせていただいております。今後につきまして、３０年度以降につきまして

も２９年度と同様かなり厳しい財政状況が続くものと認識をしております。そのため、今

年度以降につきましてちょっと私の意見を述べさせていただきたいと思います。

財源確保のためには各種事業の精査、経費などの節減などは必然といたしまして、各種

税、料、使用料の見直しなど、町民の皆様に負担していただくことも不可避だと私は２９

年度の決算を終えて考えております。その際には町民の皆様への、現在も十分な情報公開

はされていると考えておりますけれども、十分な周知、町民の皆様の理解を得ることが大

事なことであり、その理解のもと、官民同一の意識を持った上で厳しい財政状況に対する

施策、また円満な町政運営に努められることを望むところです。

以上です。

〇議長（熊林和男君） 監査委員から大変貴重な意見をいただきました。私たち議会もそ

れを見据えながらしっかりやっていかなければならないと思っておりますので、よろしく

お願いします。

それでは、以上で提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入りますが、質

疑につきましては決算に対する大綱に限定して質疑を行いますので、ご了承願います。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

お諮りいたします。認定第１号、認定第２号及び認定第３号の取り扱いについては、決

算審査特別委員会を設置し、その構成は議長及び議会選出の監査委員を除く８名とし、こ

れに付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、８名による決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中の審査とする

ことに決定をいたしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の指名について

は、由仁町議会委員会条例第７条第４項の規定により、議長において指名をしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、委員の指名は議長において行いますので、その結果を事務局長から発表させま

す。

〇事務局長（菊地和夫君） 発表いたします。

議席順に申し上げます。１番、羽賀直文議員、２番、早坂寿博議員、３番、加藤重夫議

員、４番、後藤篤人議員、５番、浮田孝雄議員、６番、佐藤英司議員、７番、大竹登議員、

９番、吉田弘幸議員。

以上でございます。

〇議長（熊林和男君） ただいまの指名についてご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました８名の議員を決算審査特別委員会の委員に決定をい

たしました。

休憩をいたしますので、休憩中に特別委員会の委員長及び副委員長を選出し、議長まで

報告願います。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時２０分

再開 午前１１時２５分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、前段に引き続き会議を再開いたします。

決算審査特別委員会の委員長及び副委員長が決定いたしましたので、報告いたします。

委員長に加藤君、副委員長に佐藤君であります。

決算審査特別委員会は、付託になった認定第１号、認定第２号及び認定第３号について

会期中に審査を終え、本定例会に報告願います。

暫時休憩いたします。
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休憩 午前１１時２６分

再開 午後 １時３０分

〇議長（熊林和男君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

◎日程第９ 議案第１号

〇議長（熊林和男君） 日程第９、議案第１号 平成３０年度由仁町一般会計補正予算に

ついてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第１号 平成３０年度由仁町一般会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

このたびの補正は、歳出では由仁神社線神楽橋架換工事及び健康元気づくり館火災報知

機受信装置更新工事など、歳入では地方交付税及び繰越金などの計上が主なものでありま

す。

内容につきましては、副町長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを申

し上げます。

〇議長（熊林和男君） 副町長

〇副町長（田中利行君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

井村君

〇８番（井村勇夫君） １点お伺いをさせていただきますけれども、１８ページの５項６

目１１節の光熱水費なのですけれども、４５２万１，０００円、高額なわけなのですけれ

ども、先ほどの説明でいきますと価格の高騰によるという説明だったかなと思いますけれ

ども、私の勘違いか、高騰したような気がしないのですけれども、これは何カ月分ぐらい

の光熱費をこの中で補正をしたことになるのでしょうか、説明願います。

〇議長（熊林和男君） 副町長

〇副町長（田中利行君） 今の６目学校給食費の４５２万１，０００円の追加だというふ

うに思いますけれども、これにつきましては何カ月分というよりも、まずは電気料自体、

使い始めてかなり足りなかったということと、積算の上で少し過少で積算をしていたと。
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積算をすると本当はもっと多かったのですけれども、その分をちょっと過少に積算した資

料をもらって予算づけをしたものですから、全体で足りないということで、何カ月分とか

というふうなものではなくて、もともと積算も多少漏れていたということでご理解いただ

きたいというふうに思います。

〇議長（熊林和男君） 井村君

〇８番（井村勇夫君） ということは、光熱費の高騰によるものではなく、当初から過少

で見ていたということになりますね。恐らく当初予算がどこかでゼロになると思います。

当初予算が１０月で切れるのか、１１月で切れるのかわからないけれども、その後が不足

する金額だと思います。そうなると何カ月分ということになるのでないかと思うのだけれ

ども、一月どれぐらいかかったかということになるかもしれませんけれども、恐らくそう

いうことだと思いますけれども、今の予算でいきますと何月で予算が終了することになる

のかお聞きしたいと思います。

〇議長（熊林和男君） 副町長

〇副町長（田中利行君） 教育委員会のほうに説明させますので。

〇議長（熊林和男君） 教育課長

〇教育課長（泉 陵平君） 当初計上しておりました電気料の状況からしますと、約５カ

月分の支出で、それ以降の分は不足になるという計算になっております。

（何事か言う声あり）

〇議長（熊林和男君） 副町長

〇副町長（田中利行君） 大変申しわけありません。

井村議員のご指摘はもっともでありまして、当然本来であれば１年分の電気料、これを

積算をして当初予算に組み込むべきでございました。ただ、業者とのやりとりの中で全体

の部分、一月の部分も本当に思っていたより使う部分、エアコンとかもいろいろ使います

ので、積算をしていた以上に使っているというのは、これは事実でございます。先ほどち

らっと言いましたけれども、積算部分も多少、本来であれば全部、事務所を含めて、あと

調理場、いろいろな電気料を全部組み合わせて本来であれば電気料が幾らかということで

組むべきだったのですけれども、実際その辺は満足に組んでいるというふうに理解をして

いたのですけれども、一部漏れている部分もあったということで、今回今課長が説明して

いましたように、５カ月過ぎると電気料が払えないという状況になりますので、今回補正

をさせていただくということでご理解をいただきたいというふうに思います。大変申しわ

けありません。

〇議長（熊林和男君） 井村君
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〇８番（井村勇夫君） 予算審査のときに我々は信頼をして予算審査をさせていただいて

おります。過剰な積算、また過少な積算ということになると町民に対しての行政サービス

のあり方に大きく影響してくるわけですから、これから注意していただきたいなと思いま

す。

〇議長（熊林和男君） ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第１号 平成３０年度由仁町一般会計補正予算については、原案のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１０ 議案第２号

〇議長（熊林和男君） 日程第１０、議案第２号 平成３０年度由仁町農業集落排水事業

特別会計補正予算についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第２号 平成３０年度由仁町農業集落排水事業特別会計補正

予算について、提案の理由を申し上げます。

このたびの補正は、歳出では汚水ポンプの修繕費用、歳入では繰越金の計上が主なもの

であります。

内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 建設水道課長
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〇建設水道課長（岩花 司君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第２号 平成３０年度由仁町農業集落排水事業特別会計補正予算については、原案

のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１１ 議案第３号

〇議長（熊林和男君） 日程第１１、議案第３号 平成３０年度由仁町介護保険事業特別

会計補正予算についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第３号 平成３０年度由仁町介護保険事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

このたびの補正は、歳出では総合事業に係る負担金及び平成２９年度の介護給付費及び

地域支援事業に係る返還金など、歳入では繰越金などの計上が主なものであります。

内容につきましては、保健福祉課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。
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〇議長（熊林和男君） 保健福祉課長

〇保健福祉課長（中道康彦君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第３号 平成３０年度由仁町介護保険事業特別会計補正予算については、原案のと

おり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１２ 議案第４号

〇議長（熊林和男君） 日程第１２、議案第４号 平成３０年度国民健康保険由仁町立診

療所特別会計補正予算についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第４号 平成３０年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。

このたびの補正は、歳出ではスプリンクラー設置工事費の減額など、歳入では一般会計

繰入金の減額が主なものであります。

内容につきましては、診療所事務長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。
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〇議長（熊林和男君） 診療所事務長

〇町立診療所事務長（安達 智君）

「記載省略」

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

後藤君

〇４番（後藤篤人君） スプリンクラーの関係で不採択になったという、何かその理由が

あれば教えていただきたいのと、スプリンクラーが今現状ではあるのか、ないのか、ちょ

っとわからない。ないのであれば、建築基準法上問題がないのか、その辺だけちょっとお

伺いしたい。

〇議長（熊林和男君） 診療所事務長

〇診療所事務長（安達 智君） 不採択の部分の原因はわかりませんけれども、現状のス

プリンクラーにつきましては病床転換によって３階部分はスプリンクラーは設置してあり

ます。残りの１、２階がまだでありますけれども、今まで町立病院として屋内消火栓等の

消防設備につきましては現状のまま残っておりますので、以前の町立病院時で運営してい

たときの建物から特に消防設備で取り除いているという部分はありません。全く変わらな

いで動いております。スプリンクラーの設置期限につきましては、２０２５年の６月３０

日までに設置すればいいという猶予期間がありますので、そこまでには整備していきたい

と考えております。

以上です。

〇議長（熊林和男君） ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。
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議案第４号 平成３０年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計補正予算については、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１３ 議案第５号

〇議長（熊林和男君） 日程第１３、議案第５号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病

院事業会計資本金の額の減少についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第５号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病院事業会計資

本金の額の減少について、提案の理由を申し上げます。

国民健康保険由仁町立病院事業は、本年２月２８日付で廃止をいたしました。これによ

りまして、平成２９年度国民健康保険由仁町立病院事業会計の決算は同日までの整理とな

り、最終の繰越欠損金について地方公営企業法第３２条第４項の規定に基づき、減額した

資本金の額を充てて整理しようとするものであります。

内容につきましては、診療所事務長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 診療所事務長

〇診療所事務長（安達 智君） 議案第５号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病院事

業会計資本金の額の減少についての内容を説明いたします。

議案第５号資料をごらんください。先ほどの町長からの提案理由のとおり、国民健康保

険由仁町立病院が病床転換により本年２月２８日付で事業を廃止し、同日までの決算とな

りますが、決算の整理に当たり、資料に記載しております国民健康保険由仁町立病院事業

欠損金処理計算書において、平成２９年度の残高で資本金が１億７，０５１万１，８２８

円、未処理欠損金が５，９００万９，３１０円という状況になっております。このため、

地方公営企業法の規定に基づき、この未処理欠損金と同額を資本金の額から減少させ、欠

損金に充て、処分後の未処理欠損金をゼロとして国民健康保険由仁町立病院事業会計の最

終の決算を行うものであります。

以上で説明を終わります。

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第５号 平成２９年度国民健康保険由仁町立病院事業会計資本金の額の減少につい

ては、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎日程第１４ 議案第６号

〇議長（熊林和男君） 日程第１４、議案第６号 由仁神社線神楽橋架換工事請負契約の

締結についてを議題といたします。

町長から提案理由及び内容の説明を求めます。

町長

〇町長（松村 諭君） 議案第６号 由仁神社線神楽橋架換工事請負契約の締結について、

提案の理由を申し上げます。

由仁神社線神楽橋架換工事につきましては、９月３日、入札を執行いたしました。その

結果、契約の相手方が決まりましたので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に基づき、提案したところ

であります。

内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。

〇議長（熊林和男君） 建設水道課長

〇建設水道課長（岩花 司君） 議案第６号 由仁神社線神楽橋架換工事請負契約の締結

について内容の説明をいたします。

この契約は、平成３０年度一般会計予算に措置しておりました補助道路新設改良につい

て次のとおり工事請負契約を締結しようとするものであり、法令の規定に基づき、議会の

議決を求めるものであります。

契約の目的は、由仁神社線神楽橋架換工事です。契約の方法は、別紙議案第６号資料の
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とおり４者による指名競争入札で、第１回目の落札です。契約の金額は６，４２６万円で

す。契約の相手方は、夕張郡由仁町北栄１３３番地、喜多村建設株式会社代表取締役、喜

多村茂樹です。

この工事は、１級河川ヤリキレナイ川の改修に伴い河川の断面が広がることにより、既

設の橋梁の架換が必要となったもので、工事概要につきましては施工延長３５．０５メー

ターのうち、橋長は１２．４６メーター、道路は２２．５９メーターです。施工幅員は、

車道が５．５メーター、歩道が２．５メーターの８メーターです。施工の内訳は、上部工、

下部工、道路工です。

なお、落札率でございますが、９７．４％となっております。

議決をいただきましたら直ちに本契約を締結し、完成は平成３１年３月２０日を予定し

ております。

以上で内容の説明を終わります。

〇議長（熊林和男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） 質疑はないものと認めます。

討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第６号 由仁神社線神楽橋架換工事請負契約の締結については、原案のとおり決す

ることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎延会の議決

〇議長（熊林和男君） お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、明日９月１１日から９月１３日までを休会とし、９月

１４日に本会議を開くこととし、本日はこれで延会をしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（熊林和男君） ご異議なしと認めます。

よって、本日はこれをもって延会とすることに決定をいたしました。

◎延会の宣告

〇議長（熊林和男君） 皆さんに連絡をいたします。

９月１４日の開議時間は午前９時３０分からといたしますので、時間までにご参集願い

ます。

ご苦労さまでした。

◎延会 午後 ２時２０分
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